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大屋根広場整備に向けたアドバイザリー業務 

公募型プロポーザル説明書 

 

大屋根広場整備に向けたアドバイザリー業務に係る公募型プロポーザル（以下「プロポーザ

ル」という。）に関する詳細は下記のとおりである。 

なお、プロポーザルの提出は、書面により行うこととする。 

 

記 

１ 業務概要 

(1) 業務名 

大屋根広場整備に向けたアドバイザリー業務 

(2) 業務目的 

東広島市（以下「本市」という。）では、中心市街地である西条駅前地区の公有地である

中央生涯学習センター跡地について、魅力的な都市空間の形成、にぎわいの創出に向け、自

由度の高い大屋根付き多目的広場（以下「大屋根広場」という。）として、整備することと

している。 

本業務は、大屋根広場を設計施工一括発注方式（以下「ＤＢ方式」という。）で整備する

に当たり、事業者選定の実施方針の準備から契約締結までにおいて、確実な事業実施を実現

するため、必要な金融・法務・技術面における実務的支援を的確に受けることを目的とする。 

(3) 履行場所 

東広島市内 

(4) 業務内容 

別紙「大屋根広場整備に向けたアドバイザリー業務仕様書」のとおり 

(5) 履行期間 

契約締結日の翌日から令和７年３月 28 日まで 

(6) 提案上限額 

委託料の上限は、25,652 千円（消費税及び地方消費税の額を含む。）とする。 

 

２ プロポーザルの実施方針 

(1) プロポーザルは、本説明書により、大屋根広場整備に向けたアドバイザリー業務を委託す

る者（以下「委託業者」という。）を選定する。 

(2) 委託業者の選定に当たっては、大屋根広場整備に向けたアドバイザリー業務委託業者選定

委員会（以下「委員会」という。）において審査を行う。 

(3) 委員会は、選定審査において、大屋根広場整備に向けたアドバイザリー業務公募型プロポ

ーザル参加表明書作成要領及び大屋根広場整備に向けたアドバイザリー業務公募型プロポー

ザル技術提案書作成要領に基づき、参加表明書及び技術提案書（以下「審査書類」とい

う。）を提出した者の中から、本件業務の委託業者としてふさわしい者を特定する。（特定さ

れた者を｢特定者｣という。以下同じ。） 

なお、特定者は複数の場合もある。 

(4) 委員会は、特定者を複数選定した場合においては特定者に順位を付し、その第一位の者を

本件業務の委託業者として最も優れた者とする。 

(5) 特定者のうち最も優れた者を随意契約の見積書徴取の相手方とし、予定価格の範囲内での

見積価格が提出された場合に契約の相手方とする。この場合の見積書徴取の回数に制限はな

いものとする。 
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(6) 見積書徴取の相手方が、契約の締結までにプロポーザルの参加資格に該当しなくなった場

合、又は随意契約の見積書徴取において辞退した場合は、その者とは契約の締結を行わない

こととする。この場合は、特定者の次順位の者を最も優れた者として、随意契約の手続を行

うこととする。 

(7) 参加者が１者であっても、本プロポーザルは成立するものとする。ただし、審査の結果、

審査総評価点の６割以上の点数であることを条件として、審査委員の協議により契約の相手

方候補者として選定するかどうかを判断する。 

(8) 選定結果は、審査会後、全ての参加者に対して通知するとともに、本市ホームページで公

開する。また、審査に関する問い合わせには回答しない。 

 

３ プロポーザルへの参加資格 

プロポーザルに参加しようとする者は、次に掲げる条件を全て満たしている企業であること。 

(1) 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定による入札参加制限を

受けている者 

イ 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所か

らの更生手続開始決定がされていない者 

ウ 民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所か

らの再生手続開始決定がされていない者 

エ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第

２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）若しくはその構成員の統制下にある者

又は暴力団員及びその利益となる活動を行っている者が含まれている者 

オ 手形交換所による取引停止処分を受けてから２年間を経過しない者又はプロポーザルの

参加表明書提出締切日前６か月以内に手形小切手の不渡りを出した者 

カ 手続き開始の公示の日（以下「公示日」という。）から契約締結の日まで、本市の指名

除外措置を受けている者 

キ 次のいずれかの者に、公示日までに納めるべき市町村税又はその延滞金のいずれかに滞

納がある者 

(ｱ) プロポーザルに参加しようとする者（法人又は個人事業主） 

(ｲ) プロポーザルに参加しようとする法人の代表者（個人） 

(2) 平成 25 年４月１日から公示日までに、地方公共団体が発注した、「多目的広場（多目的広

場を含めた複合施設も可とする。）の整備に係るＰＰＰ（官民連携）アドバイザリー業務」

（以下「同種業務」という。）又は「公共施設の整備に係るＰＰＰアドバイザリー業務」（以

下「類似業務」という。）を元請として完了した実績を有すること。 

(3) 管理技術者は、本業務を遂行する上で技術上の管理を行うに必要な能力と経験を有する技

術者であり、次のいずれかに該当する者であること。なお、管理技術者及び主たる担当技術

者は、それぞれ兼任できないものとする。 

ア 技術士法による第二次試験のうち技術部門を「建設部門」（選択科目を「都市及び地方

計画」とするものに限る。）又は「総合技術管理部門」（選択科目を「建設一般並びに都市

及び地方計画」とするものに限る。）に合格し、同法による登録を受けている者 

イ 登録技術部門「都市計画及び地方計画部門」に該当するＲＣＣＭとして資格を有する者 

ウ 一級建築士の資格を有する者 

(4) 管理技術者及び主たる担当技術者は、平成 25 年４月１日から公示日までに、同種業務ま

たは類似業務を受託し完了した実績を有すること。 
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４ プロポーザルの選定基準 

表１ 特定基準 

評価項目 評価事項 評価基準 配点 

（１）事業者の評価（36 点満点） 

事業者の

評価 

事業者の同種業務・類似業

務実績 

平成 25 年 4 月 1 日から公示日までの同

種業務・類似業務実績数を評価する。同

種業務を類似業務より高く評価する。 

12 

管理技術

者等の評

価 

管理技術者の同種業務・類

似業務実績 
12 

主たる担当技術者の同種業

務・類似業務実績 
12 

（２）提案内容の評価（64 点満点） 

業務の実施方針 事業目的及び内容に関する理解・知識が

十分であり、実施方針等が具体的で実現

性があるかを評価する。 

20 

特定テー

マ ※ に対

する技術

提案 

技術提案書及び

ヒアリング内容

により総合的に

評価する。 

特定 

テーマ 1 

特定テーマに対する技術提案の的確性、

有効性、実現性等を考慮して、総合的に

評価する。 

20 

30 
特定 

テーマ 2 
10 

業務実施体制の評価 業務実施に十分な担当人数や資格・経験

を有する人材を確保しているか、各担当

の役割は的確かつ明確かを評価する。 

10 

見積金額 見積金額について評価する。 4 

合     計 100 

 

※ 特定テーマは次のとおりとする。 

特定テーマ１ 本市のＤＢ契約における実績、「設計施工一括発注工事対象請負契約約款」な

どの関係例規等を踏まえ、契約締結に至るまでの事務フロー及び配慮事項につ

いて、具体的に提案すること。 

特定テーマ２ 周辺住民から懸念を示されている騒音の問題への配慮に当たり、対応策の事例

やアイデアについて、その効果や要求水準書への記載方法と併せて具体的に提

案すること。 
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５ 書類提出及び問い合わせ先 

  〒739-8601 東広島市西条栄町８番 29 号 

  東広島市総務部政策推進監 

  電話 082-420-0917 ／ ＦＡＸ 082-420-0402 

  E-mail:hgh200917@city.higashihiroshima.lg.jp  

 

６ プロポーザルの図書の閲覧及び入手方法 

(1) プロポーザルの図書 

ア 大屋根広場整備に向けたアドバイザリー業務公募型プロポーザル説明書 

イ 大屋根広場整備に向けたアドバイザリー業務公募型プロポーザル参加表明書作成要領 

ウ 大屋根広場整備に向けたアドバイザリー業務公募型プロポーザル技術提案書作成要領 

エ 大屋根広場整備に向けたアドバイザリー業務仕様書（案） 

オ 大屋根広場整備に向けたアドバイザリー業務公募型プロポーザル提出書類様式集 

カ 東広島市中央生涯学習センター跡地等活用基本計画（大屋根広場分） 

キ 中央生涯学習センター跡地等の活用案について（R5.11.15 総務委員会報告資料） 

ク 本市のＤＢ契約実績（道の駅西条地域連携施設等設計施工一括工事）に係る公募資料 

(ｱ) プロポーザル説明書 

(ｲ) 要求水準書（別紙は除く。） 

(ｳ) 審査基準 

(ｴ) 基本協定（案） 

(ｵ) 業務委託契約約款特約事項（設計業務、工事監理業務） 

(ｶ) 建設工事請負契約特約事項１・２ 

(2) 閲覧期間 

令和６年２月 29 日（木）から同年３月 29 日（金）まで（ただし、東広島市総務部政策推

進監における閲覧の場合は、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律

178 号）に規定する休日を除く午前９時から午後５時までとする。） 

(3) 閲覧場所 

 本市ホームページ及び総務部政策推進監（本館５階） 

(4) 図書の入手方法 

 本市ホームページからダウンロードすること。 

 

７ 質問書の提出及び回答 

(1) 提出期限 

令和６年３月 12 日（火）午後５時まで 

(2) 提出場所 

「５ 書類提出及び問い合わせ先」に同じ。 

(3) 提出方法 

様式４「質問書」に質問事項を記入の上、総務部政策推進監に電子メールで送信すること。

なお、電子メールで送信した後に政策推進監に電話で受信の有無を確認すること。 

(4) 回答方法 

令和６年３月 14 日（木）までに、提出された全ての質問の回答を一括して取りまとめた

回答書を東広島市ホームページに掲示する。 

なお、回答書はプロポーザルの図書として取り扱う。 
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８ 参加表明書の提出 

(1) 提出期限 

  令和６年３月 21 日（木）午後５時まで 

(2) 提出場所 

  「５ 書類提出及び問い合わせ先」に同じ。 

(3) 提出方法 

  持参又は郵送とする。 

  持参の場合は、開庁日の午前９時から午後５時までに総務部政策推進監（本館５階）へ提

出すること。また、郵送の場合は、書留郵便に限ることとし、封筒に「参加表明書在中」と

朱書きして期限までに提出すること（期日必着）。 

(4) 提出書類及び部数 

   別添「参加表明書作成要領」によること。 

(5) 参加資格の確認 

  参加表明書等について、「３ プロポーザルへの参加資格」を満たすものか事務局で確認

を行い、個別に下記の時間までに電子メール及び電話にて連絡を行う。 

ア 参加資格の確認結果連絡 

   参加表明書等の書類の提出期限から令和６年３月 22 日（金）午後５時まで 

 

９ 技術提案書の提出 

(1)  提出期限 

令和６年３月 29 日（金）午後５時まで 

(2) 提出場所 

  「５ 書類提出及び問い合わせ先」に同じ。 

(3) 提出方法 

  持参又は郵送とする。 

持参の場合は、開庁日の午前９時から午後５時までに総務部政策推進監（本館５階）へ提

出すること。また、郵送の場合は、書留郵便に限ることとし、封筒に「技術提案書在中」と

朱書きして期限までに提出すること（期日必着）。 

(4) 提出書類及び部数 

  別添「技術提案書作成要領」によること。 

(5)  ヒアリングの実施 

  技術提案書に対するヒアリングを実施する。なお、ヒアリングの日時、場所及び実施要領

等については、別途通知する（４月 10 日（水）の予定）。 

(6) 特定・非特定理由に関する事項 

ア 特定審査において特定した者及び特定しなかった者に対して、その旨及びその理由（以

下「非特定理由」という。）を電子メール、郵送又はＦＡＸにより通知する。 

イ アの通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して７日（閉庁日を含まない。）

以内に、書面（書式自由。ただしＡ４用紙とする。）により東広島市に対して特定又は非

特定理由について説明を求めることができる。 

ウ 特定又は非特定理由について説明を求められたときは、説明を求めることができる最終

日の翌日から起算して 10 日（閉庁日を含まない。）以内に、電子メール、郵送又はＦＡＸ

により回答するものとする。 

エ 特定又は非特定理由の説明受付場所は、「５ 書類提出及び問い合わせ先」に同じ。 
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10 プロポーザルのスケジュール 

  表２ スケジュール（現時点での想定スケジュールであり、前後する場合がある。） 

内  容 日  程 備  考 

手続開始の公示 令和６年２月 29 日  

説明書等の閲覧期間 
令和６年２月 29 日から 

令和６年３月 29 日まで 

東広島市ホームページ及び東広島市総務

部政策推進監 

質問書の提出期間 
令和６年２月 29 日から 

令和６年３月 12 日まで 

提出方法：電子メール（詳細は７－(3)に

よる） 

質問の回答 令和６年３月 14 日まで 東広島市ホームページ 

参加表明書の提出期間 
令和６年３月 15 日から 

令和６年３月 21 日まで 

提出方法：持参又は郵送（詳細は８－(3)

による） 

参加資格確認結果連絡 令和６年３月 22 日まで 電子メール及び電話 

技術提案書の提出期間 
令和６年３月 25 日から 

令和６年３月 29 日まで 

提出方法：持参又は郵送（詳細は９－(3)

による） 

ヒアリング・特定審査 令和６年４月 10 日頃（※予定） 

非公開 

ヒアリングの日時、場所等については、

別途通知する 

特定･非特定通知 令和６年４月 12 日頃（※予定） 通知方法：電子メール、郵送又はＦＡＸ 

契約締結 令和６年４月下旬  

 

11 その他 

(1) 費用の負担 

審査書類の作成及びヒアリングなど本件プロポーザルに関する費用は、提出者の負担とす

る。 

(2) 手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

(3) プロポーザルに係る失格要件 

プロポーザルにおいて次のいずれかに該当する場合は、失格となることがある。 

ア 審査書類が、提出方法、提出先及び提出期間に適合しない場合 

イ 審査書類が、各作成要領に定められた様式及び記載上の留意事項に適合しない場合 

ウ 審査書類に、記載すべき事項の全部又は一部が記載されていない場合 

エ 審査書類に、記載すべき事項以外の内容が記載されている場合 

オ 審査書類に、許容された表現方法以外の表現方法が用いられている場合 

カ 審査書類に、虚偽の内容が記載されている場合 

キ 委員会又は事務局関係者に直接、間接を問わずプロポーザルに関して不正な接触又は要

求をした場合（プロポーザル説明書に定める手続きは除く。） 

ク 審査の公平性に影響を与える行為があったと認められる場合 

ケ 本市の審査の結果、参加資格がないと認められる場合 

コ その他、プロポーザル説明書に違反すると認められた場合 
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(4) 業務委託契約に関する事項 

契約は、東広島市契約規則（平成 20 年東広島市規則第 14 号）に基づき行う。 

ア 契約の方法 

随意契約とする。 

イ 業務委託契約約款 

本市の定める「業務委託契約約款」を使用する。 

(5) その他 

ア 参加表明者は、審査書類の提出をもって本説明書の記載内容を同意したものとみなす。 

イ 提出された審査書類は、技術提案書の提出者の選定及び技術提案書の特定以外に提出者

に無断で使用しない。ただし、プロポーザルに関する記録として使用できるものとする。 

ウ 審査書類に虚偽の記載をした場合には、指名除外措置を行うことがある。 

エ 提出された書類は、選定審査に必要な範囲において、複製を作成することがある。 

オ 審査書類の提出後において、記載された内容の変更は認めない。なお、原則、参加表明

書に記載した管理技術者は、ヒアリングにおいて、提案内容の説明をすること。また、管

理技術者は、原則として変更することができない。 

ただし、傷病、死亡、退職等の極めて特別な理由がある場合には管理技術者の変更を行

うことができることとするが、新しい管理技術者は、前任者と同等以上の技術者であるこ

とを要するものとし、本市の承諾を経て行うものとする。 

カ 提出された審査書類は返却しない。 

キ 提出された書類は、公正性、透明性、客観性を期するため公表することがある。 

ク プロポーザルの作成のために本市より受領した資料は、本市の承諾なく公表、使用して

はならない。 

ケ 技術提案書の提出は、１者につき１提案に限る。 

コ 審査書類を提出した者は、プロポーザルの参加を辞退することができる。辞退する場合

は、別紙様式５「辞退届」を提出するものとし、プロポーザルを辞退した者は、これを理

由として以後の他の業務の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。 

  ただし、参加資格確認を受けながら辞退届を提出せずに技術提案書を提出しない、ある

いは、技術提案書を提出したにもかかわらずヒアリングに出席しない等の行為を行った者

については、指名除外措置の対象となる場合がある。  


